
 

                       
第 1 6号 議 案 

 

令 和 ７ 年 ６ 月 24日 
任 用 給 与 課 

 

 

 

 

「職員の採用・昇任等に関する一般基準」等の一部改正について 

 

 

標記の件について、下記のとおり改正する。 

 

 

記 

 

１ 改正事項 

栄養士法改正に伴い、栄養士（見習）の職を設置する。 

 

２ 改正内容 

(1) 「職員の採用・昇任等に関する一般基準」の別表１４に「栄養士（見習）」を追加等 

(2) 給与及び勤務時間・服務関係承認事項における「医療系職員の免許取得前の採用について」の

別添に「栄養士（見習）」を追加 

 

３ 適用日 

令和８年４月１日 
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「職員の採用・昇任等に関する一般基準」の一部改正について 
 

項   目 

該 当 項 番 
内           容 

別 表 1 4 

 

 

【栄養士法改正に伴う規定整備】 

○ 免許取得前の採用職種に栄養士（見習）を追加 

職種（職） 採用資格 給料 

 

栄 養 士

（見習） 

東京都職員Ⅰ類Ｂ採用試験に合格している者で栄

養士又は管理栄養士免許を取得見込みのもの 

医（二） 

1-26 

東京都職員Ⅱ類採用試験に合格している者で栄養

士又は管理栄養士免許を取得見込みのもの 

医（二） 

1-13 

○ その他の文言整備（職種の記載順の一部変更） 

附 則 この一般基準は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 

「医療系職員の免許取得前の採用について」（承認事項）の一部改正について 
 

項   目 内           容 

別 添 

 

 

【栄養士法改正に伴う規定整備】 

○ 免許取得前の採用者の初任給を決定する表に栄養士（見習）を追加 

 ・Ⅰ類Ｂ採用試験 ⇒医（二）1-26 

 ・Ⅱ類採用試験  ⇒医（二）1-13 

適 用 年 月 日 令和８年４月１日 
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「職員の採用・昇任等に関する一般基準」新旧対照表（抄） 

改正案 現行 

職員の採用・昇任等に関する一般基準 

                              （昭和６１年３月２６日 決定） 

 

１から 17 まで （現行のとおり） 

 

付則 （現行のとおり） 

 

附則 

 １ この一般基準は、令和８年４月１日から適用する。 

 ２ （現行のとおり） 

 

（参考） （現行のとおり） 

 

別表１から別表 13まで （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の採用・昇任等に関する一般基準 

                              （昭和６１年３月２６日 決定） 

 

１から 17 まで （略） 

 

付則 （略） 

 

附則 

 １ この一般基準は、令和７年４月１日から適用する。 

 ２ （略） 

 

（参考） （略） 

 

別表１から別表 13まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 
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「職員の採用・昇任等に関する一般基準」新旧対照表（抄） 

改正案 

別表 14 

医療技術系職員の免許取得前の採用 

 

別表 15 から別表 27 まで （現行のとおり） 

職種（職） 採  用  資  格 給 料 

医   師（見習） 
（現行のとおり） 

（現行のと

おり） 歯科医師（見習） 

薬   剤（見習） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

診療放射線（見習） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

理学療法（見習） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

作業療法（見習） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

視能訓練（見習） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

臨床検査（見習） 

（現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

（現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

歯科衛生（見習） 

東京都職員Ⅱ類採用選考に合格している者のうち、規則により指定を

受けた指定学校又は養成所卒で歯科衛生士免許を取得見込みのもの 

医（二） 

1-17 

東京都職員Ⅱ類採用選考に合格している者のうち、上記の改正前の規

則により指定を受けた指定学校又は養成所卒で歯科衛生士免許を取得

見込みのもの 

医（二） 

1-13 

栄 養 士 （ 見 習 ） 

東京都職員Ⅰ類Ｂ採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄養士

免許を取得見込みのもの 

医（二） 

1-26 

東京都職員Ⅱ類採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄養士免

許を取得見込みのもの 

医（二） 

1-13 

保 健 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

助 産 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

看 護 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

保 健 師 （ 見 習 ） 
（現行のとおり） 

（現行のと

おり） 助 産 師 （ 見 習 ） 

看 護 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） 
（現行のと

おり） 

現行 

別表 14 

医療技術系職員の免許取得前の採用 

 

 

 

 

 

別表 15 から別表 27 まで （略） 

職種（職） 採  用  資  格 給 料 

医   師（見習） 
（略） （略） 

歯科医師（見習） 

薬   剤（見習） （略） （略） 

診療放射線（見習） （略） （略） 

理学療法（見習） （略） （略） 

作業療法（見習） （略） （略） 

視能訓練（見習） （略） （略） 

臨床検査（見習） 

（略） （略） 

（略） （略） 

保 健 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

助 産 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

看 護 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

保 健 師 （ 見 習 ） 
（略） （略） 

助 産 師 （ 見 習 ） 

看 護 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

歯科衛生（見習） 

東京都職員Ⅱ類採用選考に合格している者のうち、規則により指定を

受けた指定学校又は養成所卒で歯科衛生士免許を取得見込みのもの 

医（二） 

1-17 

東京都職員Ⅱ類採用選考に合格している者のうち、上記の改正前の規

則により指定を受けた指定学校又は養成所卒で歯科衛生士免許を取得

見込みのもの 

医（二） 

1-13 
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「医療系職員の免許取得前の採用について」（昭和 45 年３月 26 日付 45 人委収秘第 110 号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現   行 

別紙（現行のとおり） 
 
別添 
免許取得前の採用者の初任給について 

備考 （現行のとおり） 

［令和８年４月１日適用］ 

職種（職） 採  用  資  格 初 任 給 
医   師 （見習 ） 
歯 科医師 （見習 ） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

薬   剤 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

診療放射線（見習） （現行のとおり） （現行のとおり） 

理 学療法 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

作 業療法 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

視 能訓練 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

臨 床検査 （見習 ） 
（現行のとおり） （現行のとおり） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

歯 科衛生 （見習 ） 
（現行のとおり） （現行のとおり） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

栄 養 士 （ 見 習 ） 

東京都職員Ⅰ類Ｂ採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄

養士免許を取得見込みのもの 
医（二）1～26 

東京都職員Ⅱ類採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄養

士免許を取得見込みのもの 
医（二）1～13 

保 健 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

助 産 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

看 護 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

保 健 師 （ 見 習 ） 
助 産 師 （ 見 習 ） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

看 護 師 （ 見 習 ） 
（現行のとおり） （現行のとおり） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

別紙（略） 
 
別添 
免許取得前の採用者の初任給について 

 
 
 
 
備考 （略） 

［平成 30年４月１日適用］ 

職種（職） 採  用  資  格 初 任 給 
医   師 （見習 ） 
歯 科医師 （見習 ） 

（略） （略） 

薬   剤 （見習 ） （略） （略） 

診療放射線（見習） （略） （略） 

理 学療法 （見習 ） （略） （略） 

作 業療法 （見習 ） （略） （略） 

視 能訓練 （見習 ） （略） （略） 

臨 床検査 （見習 ） 
（略） （略） 

（略） （略） 

歯 科衛生 （見習 ） 
（略） （略） 

（略） （略） 

保 健 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

助 産 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

看 護 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

保 健 師 （ 見 習 ） 
助 産 師 （ 見 習 ） 

（略） （略） 

看 護 師 （ 見 習 ） 
（略） （略） 

（略） （略） 

【別添２】 
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７ 総 人 制 第 3 1 1 号 

令和７年６月 19 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

                          東京都知事 

                           小 池 百 合 子 

                           （公印省略） 

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について (申請) 

 

 

このことについて、栄養士法の改正に伴い、医療技術系職員の免許取得前の採用について

下記のとおり人事委員会承認事項を改正したいので、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」

（昭和 48年東京都人事委員会規則第３号）第 35 条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正する事項 

医療系職員の免許取得前の採用について（昭和 45 年３月 26 日付 45 人委収秘第 110 号承

認）【別紙１】 

 

２ 適用年月日等 

   令和８年４月１日 
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「医療系職員の免許取得前の採用について」（昭和 45 年３月 26 日付 45 人委収秘第 110 号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現   行 

別紙（現行のとおり） 
 
別添 
免許取得前の採用者の初任給について 

備考 （現行のとおり） 

［令和８年４月１日適用］ 

職種（職） 採  用  資  格 初 任 給 
医   師 （見習 ） 
歯 科医師 （見習 ） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

薬   剤 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

診療放射線（見習） （現行のとおり） （現行のとおり） 

理 学療法 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

作 業療法 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

視 能訓練 （見習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

臨 床検査 （見習 ） 
（現行のとおり） （現行のとおり） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

歯 科衛生 （見習 ） 
（現行のとおり） （現行のとおり） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

栄 養 士 （ 見 習 ） 

東京都職員Ⅰ類Ｂ採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄

養士免許を取得見込みのもの 
医（二）1～26 

東京都職員Ⅱ類採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄養

士免許を取得見込みのもの 
医（二）1～13 

保 健 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

助 産 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

看 護 師 （ 見 習 ） （現行のとおり） （現行のとおり） 

保 健 師 （ 見 習 ） 
助 産 師 （ 見 習 ） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

看 護 師 （ 見 習 ） 
（現行のとおり） （現行のとおり） 

（現行のとおり） （現行のとおり） 

別紙（略） 
 
別添 
免許取得前の採用者の初任給について 

 
 
 
 
備考 （略） 

［平成 30年４月１日適用］ 

職種（職） 採  用  資  格 初 任 給 
医   師 （見習 ） 
歯 科医師 （見習 ） 

（略） （略） 

薬   剤 （見習 ） （略） （略） 

診療放射線（見習） （略） （略） 

理 学療法 （見習 ） （略） （略） 

作 業療法 （見習 ） （略） （略） 

視 能訓練 （見習 ） （略） （略） 

臨 床検査 （見習 ） 
（略） （略） 

（略） （略） 

歯 科衛生 （見習 ） 
（略） （略） 

（略） （略） 

保 健 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

助 産 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

看 護 師 （ 見 習 ） （略） （略） 

保 健 師 （ 見 習 ） 
助 産 師 （ 見 習 ） 

（略） （略） 

看 護 師 （ 見 習 ） 
（略） （略） 

（略） （略） 

【別紙１】 
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